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オ ル タ ナ テ ィブ㌦ エ コ ノ ミー と し て の.

プ レ ビ ッ シ ュ 理 論

安 原 毅

ア ル ゼ ンチ ン出身 の 経 済 学 者 ラ ウル=プ レ ビ ッシ ュ(RaulPrebisch,1901-

1986)は 既 に 日本 で も著 名 で あ る。 そ の 全 著 作 は500余 数 に上 り独 自の理 論 体

系 も広 範 な もの が あ る。 従 来 我 が 国 で は 彼 の 理 論 は,交 易 条 件 の傾 向 的悪 化,

保 護 関 税 政 策 と輸 入 代替 工 業 化政 策 とい った論 点 のみ が 議 論 され,新 従 属 学 派

に よ る批 判 的 摂 取 と輸 入 代替 工 業 化 の 失敗 と に よ り,名 実 共 に過 去 の もの と受

け 取 られ て きた 。

しか しプ レ ビ ッシ ュは 「常 に戦 い続 け た」 とい わ れ る通 りIMFの マ ネ タ リ

ス トを始 め 多 くの論 敵 と論 争 し,そ の 度 に新 た な理 論 的 展 開 を 遂 げ た。 細 野

〔1965〕,大 原 〔1971〕(第 工部)に もあ る通 り,彼 の理 論 は 普 遍 的 理 論 と して

の 開 発 経済 学 で は な く逆 に そ う した普 遍性 を拒 絶 した もの で あ り,ア ル ゼ ンチ

ン始 め ラテ ンア メ リカの 経 験 に則 って そ の 打開 策 を考察 した もの で あ る。 こ う

した 観 点 か ら本 稿 で は 『周 辺 資 本 主 義 一 危機 と変 革一 』(Prebisch〔1981〕,.

以 下Capitalismoと 略 す)と 『国家 と発 展 を巡 っ て』(Prebisch〔 ユ982〕,以

下Estadoと 略 す).の 二 著 作Dを 主 に テ クス トと して,変 革transforlnaci6n

の概 念 を中 心 に 検討 を試 み る。

周辺 資 本 主 義 には 二 段 階 の発 展 の欠 落.(fallasdeldesarrollo)が あ る。2)潜

Dこ の うち前*Capitalismoば 入手が容易で あるのに対 し,後 者Estadoは 既 に絶版 で入 手困

難で あるこ とを断 っておかねばな らない。 またCapitalis皿oに ついては その序章が翻訳 されて

い る(プ レピッシ山 〔工990〕)。

2)"falls"は ラテンアメ リカでは 「不足,.欠 乏」 を意味 する場合 が一般 的であ るが,こ こでは

Capitalismo全 体の意味内容 に照 らし,原 田前掲論 文にな らって 「欠落」 と訳 す。 これは厳 密に

は 「非一存在」 とも言 うべ き意 味であ る。
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在 的 な資 本 蓄 積 の浪 費 とそ の 分配 闘 争 で あ る。 技 術 革 新 に よ る生 産 性 上 昇 の成

果 の大 部 分 は,余 剰(excedenしe)の 形 で生 産 手 段 を独 占す る上 層 階 級 に よ っ

て 占有 され,そ の分 配 は 不公 正 と な る。 こ の生 産 性 上 昇 の成 果 は続 く資 本 蓄 積

の フ ォ ン ドと して,生 産 ・雇 用 の拡 大,シ ス テ ム の動 態 維 持 の 必 要 条 件 で あ る。

しか し実際 は 余 剰 の 大部 分 は 上 層 階 級 に よ っ て 中心 国 の 消 費 の模 倣 に あ て られ

る。 こ う して 周 辺 資 本主 義 にお け る蓄 積 は技 術 革 新 に よ る資 本 集 約 化 の 要 請,

人 口爆 発 とい った 条 件 に対 し不 充 分 とな る(Capitalismop.15)。

更 に 周辺 諸 国 は 資 本主 義 の動 力 の求 心 的 な性 格 に よ って 外延 的 な 制 約 を課 さ

れ る。 周知 の 中 心一 周 辺 論 に お い て周 辺 国 とは一 次産 品輸 出 国 と定 義 され るが,

これ は概 念 的 な基 準 に よ る二 分 法 で は な い 。 「(ラテ ン ア メ リカ に)最 初 に 工

業 化 を押 しつ け た のは 第 一 次 大 戦 で あ り,そ の後 は大 不 況 と第 二 次 大 戦,そ し

て 戦後 の 災 厄 で あ っ た(Estadop,48)。 」 独 占資 本 主 義 は そ の体 制 の 危機 に瀕

して主 導部 門 を中 心 国 に集 め て 求心 力 を形 成 し,末 端 部 門 をふ るい にか け た。

後 者 を押 し:つけ られ た周 辺 国 は 国 際市 場 で生 き残 る には 一 次 産 品 輸 出 に 依 存

せ ざ る を え なか っ た。 世 界 的不 況 化 で 開 始 され た ラテ ン ア メ リ カ の ⊥ 業 化 は

そ の後'50,'60年 代 の好 況 期 に輸 入 代 替 工 業化 を推 進 し えた が,'70年 代 後 期

か らの世 界 経 済 の再 編 と景 気後 退 に あ って 新 た な経 済 構 造 が 必 要 とされ るに至

った 。

な らば 周 辺 資 本 主 義 の発 展 の 欠 落 は 如 何 に して 克 服 され る のか 。 ブ レ ビ ッシ

ュ は市 場 原 理 を絶 対 視 す る新 古 典 派 理 論 を拒 絶 す る と同 時 に.市 場 経 済 の廃 棄

=社 会 主 義 に よ って 全 て が 解 決 され る とす るマ ル クス主 義 竜否 定 す る。 重 要 な

点 だ が プ レ ビ ッ シ ュは市 場 の 正常 な作 用 が 諸 権 力 の介 入 に よ り妨 げ られ て い る

と考 え て い るの で な い.。市 場 とは 周 辺 資 本 主 義 の み で な く国 際 市 場 そ の もの が

諸 権 力 の 力学 関係 の体 現 で あ って 経 済 学 的 意 味 で の 市 場 メ カ ニ ズ ム な ど実 在 せ

ず(fallasdelmercado),「 所 得 分 配 とは経 済 法 則 で は な く社 会 構 造 に現 れ る

権 力 関係 の 作用 の 結 果 で あ る」(EstadQP.59)。 周 辺 部 で 必 要 な変 革 とは市 場

の 基 礎 を なす 社 会 構 造,権 力 関 係 の変 革 なの で あ る。
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1余 剰の生産 ・分配と特権的消費社会構造

L余 剰の定義

余剰 とほ生産過程 における技術進歩の成果のうち市場 メカ亭ギムの作用によ

っては労働者に分配 されず,生 産手段所有者の手中に残 され る部分と定義 され

る(Estadop.37)8,。 特に周辺資本主義においては余剰 の大部分は非生産的消

費に充てられ資本輩積は不充分なテンポで しか実行されないため,技 術進歩に

よる生産性の上昇に比して継続的な労働力吸収が妨げられ,こ れは賃金の引き

下げ圧力,更 に大量の失業,生 活苦に喘 ぐ潜在的余剰労働力の形成の原因とな

る。こうして一方では上層階級による浪費 ・特に中心部からの消費財の輸入,

他方社会の周辺部の民衆に対する排他的傾向が現われる4>。

ここで問題となるのは所得分配だけではない。 大量 の貧 困層 を排 除 した

システムにおいては下層民衆は食料その他最低限の必需品も充分 に需 要 し得

ず,ま して必要な教育 も受け られない。従 って生産者の側も生産 技術 を活 用

す るだけの労働力を確保 し得ず,先 端技術は大部分遊休状態 とな る。 この結

果生産 ・輸出は必然的に限界に行 き着 き,周 辺資本主義の排他的傾 向 は生 産

者にとっても発展の欠落 となる(Barkin〔1988〕)。 こうして生産 機械 が未使

用のまま埃 を被 っている一方で,余 剰労働力が 町 に溢 れ る とい う状況 とな

る。

ここ で余 剰 の 占有 に入 りこむ権 力 関 係 と して プ レ ピ ッシ ュ は経 済 権 九 社 会

的権 力 ・組 合 権 力,政 治 的 権 力 の 四者 を想 定 す る。 経 済権 力 とは 生 産 手 段 所 有

者,特 に アル ゼ ンチ ンの ブ ンヘ イ ボル ン(BungeyBorn),メ キ シ コ の モ ン

テ レイ(Monte■rey)グ ル ー プ とい った企 業 グル ー プ の企 業 家 が そ の生 産 手段

3)「 余剰」 とい う用 語は'76年 に創刊 されたCEPAしReviewの 論文で初 めて登場す るが,そ れ

以前 の著作 でも同内容 の論理 がみ られる(Pτebisch〔 ユ963〕(〔1982〕p,177))。

4)た とえば メキ シコで は'BB年 時点 でカ ロ リー摂取量が不足す る人 口は4,820万 人で総人 口の58.3

%,同 じくタンパ ク質 の不足する人 口は56.4%に 達 する。 ジニ トロ貿易市場 シ リーズ 「メキ シコ」

1990年 版 よ り。
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を持って行使する力であり5,,社 会的権力とは中流以上の所得階層にある労働

者の社会的地位か ら現われる力である。組合権力は前二者による分配引 き下げ

に対 して現われる中間労働者の交渉力8),政 治的権力とはそれ自体が様々の権

力関係の反映である国家装置が社会に対 して行使する権力である。

余剰産出には技術革新が基礎条件 とな りその占有 ・分配は権力関係によ り規

定 される。 「(新技術導入による)技 術体系の変化は低生産性部門か ら高 生 産

悼部門への雇用のシフトを伴 う。しかし賃金所得の構成はこれに伴 っては変化

しない、生産技術の向上に伴 って雇用される大部分の労働力は市場 メカニズム

の作用.によっては相関的な所得の拡大を得ることはできない。 この原因は低生

産性の技術部門で雇用される周辺的労働力,或 いは大量の失業の存在による労

働力の競争の後退にある。技術革新の成果は限 られた一部分のみが組合権力に

よって,時 には生産性の上昇分を上回って労働力に分配 される」(Capitalism。

p,39)の みであり,大 多数の労働力に対 しては余剰は分配されない7)。

確かにここで説明されるのは余剰生産の可能性であっ て 必然 性 で は ない

(Spag且010〔1981〕)。しかし既に見た通 りプレビッシュ理論は独占段階の資本

主義を対象とした もので余剰生産 ・分配 も独占資本の行動として理解され るべ

きである。 「生産手段所有者である上層階級において何故集中が一層為され る

傾向.があるのか。 この階級内で現われる不均等は一層の不均等を生み出す。集

中が進めば進むほど生産手段のより多 くを所有するものは一層新技術 を導入 し

やすい条件 とな」(Capitalismop,77)り 余剰の占有 も容易 となる。独占資本

についてその投資 ・生産を説明する完結した理論が在 り得ないのは寧ろ当然と

いえる。

5)経 済権力poderecon6micoと は特 にアルゼ ンチ ンでは一般的に企業 グループを指 す,

6)ラ テ ンアメ リカ諸 国,特 にカ ルデナ ス(メ キシ コ)や ペ ロン(ア ルゼ ンチ ン)と い った ポピ ュ

リズム政権を経験 した国では,有 力労働組合 は特定 の支持組織 的な性 格が強 く,決 して労働者全

体 の代表 とはいえない。尤 も組織 労働者 を特権階 級 と見倣 すのは正確 ではないが,組 織労働者 と

非 組織 労働者 との間 には社会的 ・経済的格差 があるこ とは銘記 しておかねばな らな い。

7)こ うした問題提起 はW.ル イ スに始 まって プレ ビッシュを経 て新従属 論 ホ等価交換論 に継承

された。本山 〔1987〕p.113参 照。



ダ

オルタナティブ・エコノミーとしてのプレビッシュ理論(123)123

2.段 階的生産における余剰

資本集中と金融資本へのアクセスは企業のグループ化の促進要因となり生産

過程の諸段階の系列化を齎らす。将来における完成商品の供給 を目的とした段

階的生産過程はそれ と並行して拡大する需要を形成 し,こ の結果生産の拡大に

比 して価格が低下させられないことか ら段階的生産過程における余剰の生産が

可能となる.。

段階的生産過程はそれ 自体がマクF的 な賃金所得 と需要の拡大 を伴 う。 「あ

る時点で市場に供給 され る最終財 に対する総需要がそれに先立って先払い賃金

として労働者に支払われた所得から発生するなら,こ の需要は生産性上昇によ

り増進された供給を吸収するには不充分であろ う。その結果価格は下降 し余剰

ば消滅するであろう」(Capitalismop.108)。 しかし段階的生産の一時点で支

払われる賃金は当該時点ではなく一定期間後に期待 されるより多 くの最終財供

給 を吸収する水準に合わせられる。 こうして価格下落による余剰の喪失が回避

され,そ してこの所得が実際に支払われるためには通貨発行 の増大が必要であ

る。 「通貨膨張はこの需要に伴 う(内 在的なものである)が これは少なくとも

価格の下落 を伴わずに最終財を吸収す る充分でなけれ ば な らな い」(Capital・

ismop.110)。

3,対 立的傾向と社会的 インフレーション

上層階級の余剰の占有による資本蓄積の不足がシステムの排他的傾向から貧

困な余剰労働力の形成の原因となる6し か し逆 に景気循環等により蓄積が量的

に拡大 して も周辺資本主義の発展の欠落は解決されない。というのは第一には

上層階級による特権的消費に加えて巨大企業グループの投資 ・雇用部門の支配

が確立された社会では,産 業構造が大量の余剰労働力を吸収する体制にはなっ

ていないこと,.第二にはもう一つの発展の欠落 としての分配闘争によるシステ

ムの対立的傾向があるか らである。.

周辺資本主義における貧困層に対ず る排他的傾向と分配を巡る対立的傾向と
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は 区 別 され ね ば な らな い。 社 会 的 イ ン フ レ に よ る シ ス テ ム の危 機 の原 因 とな る

の は分 配 を要 求 す る 力 を持 た な い下 層 階級 で は な く,一 貫 して余 剰 の分 配 を要

求 す る能 力 を保 持 す る労 働 組 合 で あ り,こ れ は 社 会 的 に は 中 間階 級 に あ た る。

「諸権 力 の 力 学 関 係 に よ る生 産性 上昇 の成 果 の 分配 は,余 剰 が 逓 減 し始 め る限

界 点 を越 え る こ とは で き ない 」(Capitalismop.45)。 組 合権 力 の圧 力 に よ り彼

らへ の 分 配 が生 産 性 上 昇 分 を超 え る な ら企 業家 は こ の賃 金 コス トを価 格 引 き上

げ に転 化 す るか らで あ る。 これ は 再 び実質 賃 金 を引 き下 げ 賃 金 と物 価 の ス パ イ

ラル 的 イ ンフ レを もた らす。

従 って仮 に現 在 組 合権 力 を持 た ない 周 辺 的 労 働 者 が 分 配 を要 求 す る権 力 を獲

得 した と して も,周 辺 資 本主 義 の 危機 は改 善 され な い ど ころ が逆 に対 立 的 傾 向

は 強 化 され る(Capitalismop,220)。 結局 周辺 資本 主 義 に お け る一 方 で の 貧 困

層 に対 す る排 他 的傾 向 と,社 会 的 イ ン フ レ に至 る対 立 的 傾 向 とは 現 行 の シス テ

ム にお い て は解 決不 可能 で あ る。 そ こ で必 要 とされ る変 革 とは 突 き詰 め れ ば こ

の 対 立 的 傾 向 と排 他 的傾 向 を克服 す る こ と で あ る。

II周 辺性の意味とその克服のために

1.中 心部への所得移転

かつてプレビッシュが提起 した輸入代替工業化戦略は,周 辺国が依存する一

次産品輸出におけるその需要の所得弾力性の低 さと大土地所有による供給の制

約 とからくる交易条件の悪化による,対 外制約を克服するための工業化であっ

た。しかしこれは内外両面で限界に直面 した。対外的には中心国に比べての技

術水準の遅れ と中心国における保護主義圧力とからくる,周 辺国の輸出製造業

品の相対価格の悪化による限界がある。また国内的には周辺資本主義の排他的

傾向 と上層階級による余剰の占有 を残存させたままでの工業化は,資 本蓄積 と

技術開発において不充分でしかなく,資 本財輸入を国内生産で代替す ることは

できなかった。以上二条件が結びついた結果周辺国の上層階級によって占有 さ

れた余剰が工業品輸出の相対価格の不利化によって中心部へ移転 され,こ の輸
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出 ボ トル ネ ックの結 果 更 に資 本 財 輸 入 ・技 術 導 入 が 困難 とな って 周 辺 国 の 資 本

蓄 積 が 一 層 妨 げ られ,そ の排 他 的 ・対 立 的傾 向 が 強 化 され た(Capitallsmop.

198,Estay.J.〔1990〕p.37)。

以 上 の通 り周 辺 部 か ら中心 へ の 余 剰 の 移 転 は 権 力 関 係 の体 現 と して の市 場 を

介 した 不 公 正 な所 得 分 配 の延 長 上 に位 置 す る も の で あ り,新 従 属 学 派 に よ る

メ トロポ リス に よ る収 奪 或 い は牽 帝 国主 義 に よ る超 過 搾 取 と い っ た 問 題 設 定

とは 根 本 的 に異 な るS)。 中 心 国 の独 占 資本 ギ 義 の 持 つ 求 心 性 と本 質 的 に そ れ

に起 因 す る周 辺 資 本 主 義 の排 他 的 ・対 立 的性 格 との 相 互 作 用 の 結 果 周 辺 部 に

おけ る生 産 性 向 上 の 成 果 の不 公 正 な分 配 は一 層 強 化 され,本 来 資 本 蓄 積 に 充

て られ るべ き部 分 の 浪 費 と特 権 的 消 費 に よ る 中心 部 へ の所 得 の 移転 が 拡 大 され

る。 これ は 収奪 す る中 心 と収 奪 され る衛 星 とい う二 分 法 を克 服 す る も の で あ

る し,周 辺 の 「国 民 経 済」 の 相 対 的 自立 が 新 た な従 属 か とい う論 点 も 克 服 す

る。

2.多 国籍企業の評価

この点は多国籍企業を巡 る論点に明確に現れる。 「多国籍企業はそれ 自体周

辺国の上層階級より遙かに巨大な権力の体現としての ものであり,中 心国で権

力を有するのみでなく周辺国の権力関係に接合されその国家に重大な影響力を

行使 してきた。」(Estadop.73)

多国籍企業の参入は確かに周辺諸国の中心国向け輸出を増強させその工業化

にプラスの効果 を齎らすpし か しその製造業製品輸出には必然的に限界があり,

技術的により高度な資本財の輸入が必要な周辺国の工業化を根付かせるには不

充分である。つま り余剰の堆積 も資本蓄積 も技術革新が前提 となるが周辺国に

おいてはこれは中心国から多国籍企業を通 じて輸入されるものでしかない。そ

してこれは標準化 レベルの技術でしかないか ら(Es亡adop,43)輸 出増進は価r

8)新 従属論の展開は辻豊治氏が ドスサ ン トス 〔1988〕の解説で的確 に整理 している。 ま たKay

〔1989〕,DosSantos〔1990〕 も参照。
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格競争力=低 賃金労働力に依存することとなる。

多国籍企業の参入が周辺資本主義の排他的性格 を克服する力となるとも考え

られない。 もしも多国籍企業が導入した技術による生産性上昇の成果が資本蓄

積に充てられるならシステム底辺の労働力まで吸収 し得 るであろう。現実はそ

の逆である。現在 メキシコでは民間対外債務の40%以 上は外資による借入でそ

の大部分が消費財 ・中間財輸入に充てられている。 この事実は多国籍企業によ

る特権的消費社会構造の利用の好例 といえる9>。

多国籍企業の相互浸透の拡大は中心工業国間では貿易の自由化を齎 らし.関税

その他の貿易障壁を撤廃 させたが周辺諸国か らの一次産品輸入は逆に制限 を課

された。つま リプレビッシュによれば多国籍企業による国.際分業体制形成の直

接の要因は中心国問での技術提携のための企業の相互浸透であ り,そ の不断の

技術革新の中で標準化され管理不可能 となった技術が周辺国に排出されたにす

ぎない(Capitalismop.190)。 こうした中心諸国の保護主義と多国籍企業による

新たな国際分業の形成,そ れに周辺国の排他的 ・対立的傾向の三者が接合す る

ことによって周辺国は新たに従属とい う地位を強要された(Prebisch〔1978〕)。

低開発国の従属性の規定要因とされる低賃金労働力は多国籍企業進出の動機で

はなく,寧 ろその結果周辺国の労働力が国際分業体制に編入されて形成された

ものである。

プレビッシュの周辺性の概念は歴史的現実から帰納的に導かれた ものである

から,多 国籍企業による国際分業の形成 とい う現実を前にしてその意義が見直

されるのは当然 といえる。ここで注意すべき点だがプレビッ.シュは周辺資本主

義を実体的な国民経済 と捉えそ こに多国籍企業が割 り込んでいるとは考えない。

プレビッシュにとって周辺資本主義は国際 レ∫くルの権力関係の連 鎖 の一部 分

であ りこの権力関係が多国籍企業により中心部のヘゲモニーの下に再編されて

いる。また従属 とは輸出のボ トルネ ックと.余剰の中心部への流出との結果工業

化に必要な技術集約的生産財の輸入が不足し,そ のためシステムの動態性が喪

9)EIFInanciero紙(メ キ シ コ)1990年10月11日 。
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失 され た状 態 を云 う。 つ ま り従属 とは 周 辺 性 の 一 局 面 な の で あ る(Prebisch

〔1978〕)Q

従 っ て従 属 性 の形 成 の 「根 本 的 な原 罪 は 周辺 国 に お け る劣 悪 な所 得 分 配 構 造

に あ る。」 「魔 術 的 な方 法 に よ って 周辺 部 で 多 国 籍企 業 が 消 滅 した とす れ ぼ 一

疑 い も な く周 辺 の従 属 的 現 象 は軽 減 さ れ るで あ ろ うが そ れ で も余 剰 は 消 滅 しな

い であ ろ う し,シ ス テ ム の排 他的 で対 立 的 な傾 向 は 軽減 され ない で あ ろ う。 そ

れ だ け では 中心 一 周 辺 関 係 に お け る構 造 的 不 均 衡 も軽 減 され な い で あ ろ う」

(Capitalismop..19)。 多 国 籍企 業 に よ る国 際 分 業 の形 成 は 周 辺部 の権 力 関 係 に

立 脚 し て こ そ実 現 され た 。 問 題 は生 産 活動 で は な くその 成 果 の分 配 に あ るの だ

か ら,シ ス テ ム の変 革 が 実 現 され た技 術進 歩 の 成果 の公 正 な分 配 が 達 成 さ れ

る な ら,そ の結 果 中 心 部 へ の所 得 移転 は軽 減 され る ので あ り,そ の 逆 で は な

いQ

III自 律的管理企業によるシステムの変革

1.余 剰 の 社 会 的 利 用 と して の周 辺 資 本 主 義 の 変革

プ レ ビ ッシ ュ に よれ ば 蓄 積 は本 来的 に不 公正 な分 配 に 立脚 して お り,特 に周

辺 資本 主 義 にお いて は組 合 権 力 ・政 治 的権 力 を 持 た ない 労働 者 が この 権 力 関 係

と して の市 場 メ カ ニ ズ ム に従 うこ とが そ の 必要 条件 とな る。 そ して分 配 闘 争 の

結 果 の 高 率 の イ ン フ レは 上 層 階 級 の投 資意 欲 を 一層 減 退 させ 余 剰 の非 生 産 的 消

費 中 心部 へ の 移 転 を加 速 さ せ う。 「この社 会 構 成 の 問 題 は 現行 の 余 剰 の.占有

・分 配 体 制 で ほ解 決 不 可 能」(Capitalismop .132)で あ る。 そ こで 「シス テ ム

の 変 革 は 余 剰 の 社 会 的 利 用 に基 礎 を置 か ね ば な らな い 。」 余剰 の社 会的 利 用 と

ば 社 会 主 義 に よ るそ の国 家 へ の集 中 で ぱ な い。 周辺 国 独 自の オル タナ テ ィブ な

道 と し て プ レ ビ ッシ ュが 主 張 す る の ぽ 「生 産 手 段 の 私的 所 有 に基 づ い た 余 剰 の

社 会 的 占有 」 で あ り,そ のた め に企 業 の 「自律 的管 理」gesti6naut。n。malo)の

10)プ レビッシ ニはCapitalh5皿oで は.自主管理 と.自律的管理 を区別 してい るが,他 方 〔1986〕で

は協 同管理 とい う用語 を用 いている。 これは後者が対談形式で あるせいもあろ うが,プ レビッ/
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実 現 を提 唱 す る。 以下 この 内 容 を段 階 を追 っ て整 理 して み よ う。

(1)労 働 者 の経 営 参 加 と資 本 所 有

企 業 の 自律 的 管 理 とは 第 一 に株 式 保 有 の民 衆 労 働 者 へ の 分 散 に よ る 資 本

所 有 の社 会 化 か ら開 始 され る。 つ ま り余剰 と して生 産 手 段 所 有 者 の 千 に 退 蔵

され る新 資 本 形 成 分 を労 働 者 に分 配 し,そ の上 で 各企 業 の 株 式 を労 働 者 に 分

散所 有 させ て,そ の経 営 参 加 を拡 大 し企 業家 と労 働 者 の 協 力 に よ る 協 同 管 理

c。一gesti6nを 実 現 す るの で あ る。但 し こ こで は 各企 業 の 生 産 手 段 の所 有 権 は各

所 有 者 の 手 に残 され ね ば な らな い(Capitalismop.292)。

プ レ ビ ッシ ュに よれ ば この 労 働 者 の 経 営 参 加 は 一 度 限 りで終 る の で は な く.

毎 期 ご とに新 資本 形 成 分 を再 分 配 して 継 続 され ね ば な らな い。 更 に労 働 者 参 加

は 現 在 雇 用 され て い る労 働 者 の み で な く失 業 者 ・余 剰 労 働 力 に対 して も生 産 活

動 へ の 吸収 と経 営参 加 を促 進 す る もの で な くては な らな い。 従 って労 働 力 の吸

収 と分 配 ・労 働 者 の 経 営 参 加 と,続 く資 本 蓄 積 の拡 大 とそれ に よ る一 層 の 雇 用

拡 大 が順 調 に 進 行 せ ね ば な ら な い。Capitalismoに お い て は プ レ ビ ッシ ュは 協

同管 理 の 実 現 が 自動 的 に各 企 業 の蓄 積 を拡 大 さ せ 雇 用 を促 進 す る と考 えて いた

よ うだ が,後 の著 作 で この 点 を否 定 して い る 〔1986〕。 確 か に労 働 者 の経 営 参

加 の拡 大 が 周 辺 的 労 働 者 の吸 収 とそれ へ の分 配 の 引 き上 げ を保 障 し.更 に労 働

者 所 得 の う ち貯 蓄 か ら投 資 に充 て られ る額 が マ クP的 に 上 昇 して 初 め て蓄 積 の

拡 大 が 達 成 され る とい え る。

資 本 の 社 会 化 は 国 有 企 業,多 国籍 企 業 の 子 会社 に つ い て も成 さ れね ぼ な ら な

い 。 前 者 は 株 式 売 却 に よ る民 営化,後 者 は 国有 化 の 後 の 民 営 化 に よ って達 成 さ

れ 得 る。 また 農 業 都 門 に 関 して は こ こ での論 理 は当 ては ま らな い が,そ れ を支

配 す る多 国 籍 ア グ リビジ ネ ス の支 社 の 資 本 の社 会 化 に よ りに 間接 的 に そ の協 同

管 理 が 達 成 され る と考 え られ る。

(2)企 業 の 自律 的管 理

＼シュはシステム変革の当面の戦略として協同管理を位置付けていると考えられる。 なお協同管理
とは「般的には企業家と労働者の代表との協同管理,自 主管理とは労働者のみの民主的管理を意

味する。
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労働者の経営参加 とはラテンアメリカでは新奇な構想ではなく,特 にプレビ

ッシ昌はアジェンデ政権期のチリでの企業国有化 ・自主管理に関する論争を踏

まえていると考 えられる。そこではアジェンデ派が独占企業の国有化に基づい

た下層労働者の自主管理体制 を進めたのに対 し,野 党キリス ト教民主党は国有

化反対 と企業家 ・中間階級労働者 を中心とした協同管理を主張 した。プレビッ.

シュに則るなら急激な国有化を進めた前者の政策は多元的民主主義に反するが,

同時に後者の構想は既成 の組合権 力 ・政治的権力を前提 とした ものでしかない

ため周辺資本主義の変革 を実現するものではない。

つまリプレビッシュの自律的管理の構想は組合権力 ・政治的権力に依らない

全労働者の対等の経営参加を目指すものであり,労 働者の経営参加はその戦略

的な一段階 として位置付けられる。労働者 による株式保有 と経営参加が継続的

に拡大されれば最終的には企業化の経営決定に占める権限は極小化され,労 働

者が実質的に生産を管理することとなる(Capitalismp,294)。 そこでは経営

の諸決定は企業家に技術者 ・熟練労働者に非熟練労働者全て対等の直接選挙に

よって決定 され,賃 金も企業家の決定を通 じて支払われ るのではなく労働者自

身 によって直接に配分される,直 接的分配distribuci6ndirepしaと なる。大

量の余剰労働力の存在のため分配率は直ちに改善されるとは考えられないが,

自律的管理体制においては賃金,諸 価格も寡占的な市場支配力による決定 を免

れて,全 生産者 ・消費者が対等の権利 をもって参加する 「公正な市場原理」に

おいて決定 される。これは賃金の人為的な平等化や権力による価格凍結とは異

なることに注意せねばならない。

但 し労働者の経営参加が自動的に企業の自律的管理に至るのではない。各企

業レベルで協同管理においても蓄積 と雇用が継続的に拡大せねばならず,そ の

ためには,企 業家を廃 した労働者のみによる自主管理auto-gesti6nが ,特 定

企業で実験的に導入されるだけでは不充分である。づま り労働者 による生産管

理は.ま ず高度の生産技術と大量の設備を有す る大企業において実現され,そ

こでの蓄積原理が短期的利潤や余剰の占有ではなく余剰の社会的利用一 余剰
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労 働 力 の生 産 的 雇 用 の拡 大 と,傘 下 の 中 小 企 業 との連 携 の強 化 一 を基 準 とす

るま で に改 め られ ね ば な ら な い。 これ は具 体 的 に は地 域 レベ ル で 労働 者 支 配 の

大 企 業 を中 心 に中 小 企 業 を統 合 し た,工 業 協 同体C。munidadesindustriales

の 建設 を 目指 す もの とい え るm。 これ が 単 な る 自主 管 理企 業 とは 異 な る 自律 的

管 理体 制 の意 味 で あ る。

労 働 者 に再 分 配 さ れ た 余 剰 の 一 部 は 労 働 者 自身 に よ っ て貯 蓄 を通 じて 必 ず 蓄

積 され ね ぼ な らず,こ の 蓄 積 の 成 果 は 再 び雇 用 拡 大 と労 働 者 へ の分 配 ・そ の 株

式 保 有 に よ る資 本 の 社 会 化 に充 て られ ね ば な らな い。 自律 的 管 理企 業 に よ る工

業 協 同体 は 金 融 ・証 券 の仲 介業 務 も独 自の機 能 を確 保 す る こ とが 必 要 で あ り,

特 に この 点 が 金 融 資 本 を 中心 と した従 来 の企 業 グル ー プ ・経 済 的 権 力 の支 配 に

対 抗 す る うえ で重 要 で あ る。

こ こで 明 らか な通 りプ レ ビ ッシ ュが 自律 的 管 理 企 業 に お け る蓄 積 ・分 配 と し

て 問題 にす るの は,資 本 の 所 有 関 係 では な くそ の集 中 ・独 占 で あ り.こ れ は フ

P一 の 資 本 形 成 の 問 題 で あ る。 従 って ス ト ック と して の 一定 量 の 資 源 ・生 産 手

段 の 存在 とそ れ に伴 う不 断 の技 術 革 新 とが前 提 条件 とな るが,特 に後 者 に つ い

て は 多 国 籍 企 業 に よ る導 入 に依 存 せ ね ば維 持不 可 能 なの が ラテ ンア メ リ カの現

状 で あ る。 自律 的 管 理 の実 現 には 多 国 籍企 業 の 子 会 社 も.含まれ ね ば な ら ない.が

そ の た め に は 多 国 籍企 業 の存在 が 必 要 条 件 とい う ジ レ ンマ が こ こ に見 られ るq

プ レ ビ ッシ ュの 余 剰 の中 心 部 への 移 転 の理 論 が,.周 辺 国 の相 対 的 自立 が新 た な

従 属 か とい う問 題 設 定 に合 致 しな い こ とが 再 確 認 され よ う。

更 に生 産 手 段 所 有 階 級 に よ る資 本 集 中 と余剰 の 占有 を防 ぐた め に,特 に資 本

所 有 に重 点 を置 い た 累進 課税 が採 用 され ね ぼ な らな い(C・pit・1i・m・P・301)・

但 し この 目的 は 余剰 の社 会 的 利 用 の 促 進 に あ り,国 家 に よ る そ の 集 中 管 理 で は

な い。 つ ま りプ レ ビ ッシ ュ に とっ て は企 業 の 自律 的管 理 体 制 は地 域 的 な企 業 集

合 体 の レベ ル で 能動 的 に建 設 され る もの で,国 家 に よ り管 理 され ず に既 成 の権

力 関 係 か ら 自律 的 で な くて は な らな い 。 この 点 で プ レ ピ ッシ ュは 過 去 に ラテ ン

11)工 業協 同体 とはペルー の'70年 の改革で実施 された もの である.(バ ルガス前掲論文)
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アメリカ各国で実施された自主管理企業に批判的である。

③ 消費活動

「所得が再配分され上層集団から弱小集団に所得移転がなされ る な ら,需

要の構成は変化 しこれが生産構造の変革の有効な基礎となる」(Estadop .82)。

この需要と生産構造の相互作用的な変革 とはまず一次産品について実現されね

ばならない。そのために先に見た多国籍アグリビジネスの子会社の自律的管理

化 とその余剰の社会的利用に立脚 した生産活動が必要 となる。消費者の側では

マスコミによって宣伝された中心国の消費形態の模倣 いわゆる誘導された消

費者主権は防止 されねぼならず.逆 に生活必需品とそれ以外の消費との区別が

民衆の生活における自覚 として教育されねばならない。 しか しこれは低所得階

層はテジビを購入 しては.いけないとい うのではない。必要なのは個人が自己の

必要に応じた消費形態を自覚することであ り,そ れが教育的に補助されねばな

らない(Estadop,110)Q

こうして民衆の消費形態が確定され,更 に上層階級による中心部の消費 の模

倣が彼 らに対す る課税の強化によって防がれれぽ,自 律的管理を通 じて企業の

供給体制も民衆の需要に適合 させ られ る。企業の自律的管理体制 とは最終的に

は,企 業の経営管理と労働生産過程,そ れに消費活動が全て同一主体の直接参

加によって営まれ る構造を構成することとなる。 ここでは企業の経営管理 ・特

に高度な生産技術の管理運営における労働者の直接民主制が重要であるから
,

自律的管理体制の地理的拡大は必然的 に制限される。従って これは国家から独.

立 した地域レベルの共同体として実現 されねばならない。但 しこの消費と企業

経営の連携が形成 され得るのは消費財産業部門のみで助 演 本財部門には妥

当しない。

2.自 律的管理体制 と国家の関係

自律的管理体制の実現のポイン トとなる余剰の蓄積 ・分配 ・租税への分配率

の決定.余 剰労働力の吸収 と彼 らに対す る分配 上層階級 ・民衆双方に対する
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消 費 内 容 の 改 善 と貯 蓄 の確 保 とい った 問題 点 は,民 間企 業 ・民 衆 の 自覚 の み で.

必 ず し も解 離 され ず.国 家 に よ る指 導 秘 要 と な る・ 但 しプ レ ピ ・シ ・は 政

治 的 権 力 に よ る市 場 介 入 ・管 理 を謙 る の で 憶 い・ 必 要 な の は生 産 鍛 の 私

的所有 と翻 の社会的鮪 との間の車L礫を縛 することであり・そのため姻

家による計画化が必要 となる。 この計画化は,既 成の諸権力によって支配され

ない 「公 正 な市 場 原 理 」 を 実 現 さ せ る もの で な くて は な らな い。

当然 これ に は様 々 の利 害 関 係 に よ る反 対 が あ ろ う・ 「国家 とは そ の 大 部 分 に

おいて現御 紬 関係の体現である.こ こにい掴 撚 抽鋤 騰 によ・硝

かれたものではない。 これは権力関係が相互交錯する場である。一 能 って国

家鰍 。が生活する・のシステムの結末 を回避す る・とはで きない」(Estado

,.73).つ ま げ 囲 。シ浬 論にお・・て肺 場 と国家は各々独立に存在す る

実体ではない。従 って左翼政権であろうと権威主義体制であろうと,諸 権力の

反対を全て抑 えて完全 な予見 ・計画化の もとに自律的管理体制 を導入す ること.

など不可能といえる。/

選挙。よる社会搬 体制を廠 ・た・ジ・ンデ政献 於いては'嬲 者の経

営参加は鮎 企業の国有化 と並んで特}・腰 な蕨 とされた・'7・年末までにエ

ネルギー,基 礎製造業部門約118の 企業で労働者の経営参加が実施 され,そ の

労働者数は17万9000人 に達 し多 くの企業で利潤増大 ・黒字への転化がみ られた。

しかし生産の支障か ら政府による差 し押 えを受けて国有化された企業では,政

府か ら派遣された管理者が経営に当ったが,所 有者 ・管理職 との対立に加えて

労働者内のアジェンデ派 ・反アレ」ンデ派の対立 も引き起こした(古 田〔1979〕

p,ユ17)。 この原因 としては主に,ア ジェンデ派は議会内でも少数派に過ぎなか

っために対しその綱領で示された政策は多数派形成を前提条件とする性格のも

のであったこと,ま た現場企業でも,大 企業に多い技術者 ・事務労働者にはキ

リス ト教民主党支持者が多くアジェンデ派による企業管理に反対が多かった こ

とが考えられ る(同 上)。

ポピ昌リズム的性格の強い軍事政権であるベラスコ政権下のペルーでは,ま
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ず政治戦略的な性格の強い自主管理政策が実施された。社会的所有企業の設立

を定めた'74年 の政令では,企 業資産の所有は労働者全体に帰属すること,ま

た新たな国営基金を設立 してその蓄積活動を主導することなどが定め られたD

これは国家による経済 ・政治的助成 を条件に民間企業か らの社会所有企業とし

ての申請を募 り,そ れに認可を与えるという.方法であったか ら,次 期政権下で

財政事情からこの政策的.意義の評価が下げ られれば,企 業からの申請 も急減す

ることとなった。他方同時期に,経 営者が創業放棄した破産企業で労働者がそ

の企業資産 を引き継いで,政 治戦略とは異なる労働者管理企業が設立された。

これは労働者自身のイニシアティブによる点で従来の自主管理企業 とは異なり,

'79年には企業数65社
,労 働者数4000人 に達した。 しかし民間金融機関の資金

融資や政府からの資金援助は殆 ど受けられず,そ の競争力は必然的に限界を画

されていた(バ ルガス 〔1981〕p.130)。

国家のイニシアティブによって管理 ・運営される自主管理企業体制とは,如

何なる体制下においても結局は国家内外の利害 ・権 力関係によってその方向を

規定される。プレビッシュの主張する自律的管理企業は最終的にはこうした権

力関係を免れることが肝要であるが,そ れは国家の一方的な計画化によって実

現されることではない。逆に政府財政事情 の悪化,民 間企業の倒産 ・操業停止

の増大 といった経済情勢の悪化に対す る,民 衆 ・非組織労働者の自己防衛闘争

としての企業占拠によって開始され,「それ を国家に事後的に認可させて実現さ

れ るといえる。この意味で周辺資本主義の変革 とは経済危機,社 会体制の矛盾

の帰結である。 しか しこρ自律的管理企業に於いても 一旦経営が悪化 して倒

産に追い込 まれた場合の責任の所在,並 びにその事後措置は どうなるか という

問題は残される。

IV小 括

低開発国における発展 ・経済成長を一般的に定義するとすれぼ,GNPの 増

大 と輸出の拡大 インフレ率の引き下げであろう。そしてそのための政策 とし
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ては,第 一段階 として消費財輸入代替工業化,続 いてその輸出指向工業への発

展的転換 とそれ.による外貨獲得,そ して資本財輸入代替工業の育成か ら輸出指

向工業段階への進化 とい うモデルが描かれ る。この基準に照らしあわせるなら,

ラテンアメリカ諸国は国家介入 と国営部門を肥大化させた結果経済活動に 「歪

み」 をきたし,非 合理的な経済活動に留まったということになる。

'80年代後半以来 ラテンアメリカ諸国では新 自由主義の理念に 従 って,一 方

で市場原理の導入を掲げた国営企業の民営化,他 方では多かれ少なかれ米国の

影響下での経済統合化が進められている。そこでは現存社会主義の解体 もあっ

て市場経済原理が社会進化の最:終目標として掲げ られ,他 方東西冷戦の終焉と

世界的ブロック化の傾向の中で,米 国のラテンアメ リカに対する直接的な指導

力行使が進められている。実際民営化 としての国営企業の株式売却は本質的に

は巨大企業グループへの優先的売却であり,彼 らの経済権力の強化 ・再編に他

ならない。また経済統合化はメキシコについては米国 ・カナダ企業のM&A

のマキラドーラへの波及を追随するものであるし,ア ルゼンチンとブラジルに

ついてはアウス トラル,ク ルゼイロと米 ドルとの投機活動を助長する結果 とな

っているQ

本稿で扱 ったプレビッシュによる周辺資本主義の変革の理論は'80年 代 初頭

に発表されたものであるが,そ れは新 自由主義の攻勢に対 してラテンアメリカ

の社会構造を踏まえたナルタナティブとしての対策を示す ものである。つまり

自律的管理企業体制 とは,企 業の経営管理 と蓄積 ・労働過程,金 融仲介業務.

更に労働者の消費活動までを労働者自身の直接参加一 国家や諸権力を介さな

い直接参加一 によって結合するものである。そこでのプレビッシュの問題提

起は広範な製造業を持ちなが ら輸出は一次産品に依存す るラテンアメリカ諸国

に,或 いは満足な産業を持たない中米の小国に,民 衆の基本的要求を満たす経

済構造を培 うことにある。これを前提 として初め.て経済発展が議論され得るの

である。

プレビッシュの理論は常に変動する現実に対応 した ものであるが,そ の基本
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理 念 は 一貫 して 民 衆 の 現 状 改 革 要 求 に支 え られ て い る こ とが確 認 され る。 プ レ

ビ ッシ ュ 自41986年 の著 作 に お い て 「現在 我 々は 変 革 を行 な う条 件 下 に あ る と

思 う」 と述 べ て い る通 り,そ の 問題 提 起 は累 積債 務 とハ イパ ー イ ンフ レ,失 業

の増 大 とい った 現 在 の経 済 危 機 下 に お い て こそ,ラ テ ン γ メ リカ諸 国 の民 衆 自

身 の 手 で取 り組 む べ き問 題 で あ る。
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